
【病院からのお知らせ】 

■出産に係る費用の消費税課税誤りについて

 井田病院を含む市立３病院では、平成３年の消費税法の改正により非課税とされた出産に

係る費用の一部について、課税扱いとして処理していたため、消費税を誤って徴収していた

ことが判明いたしました。 

 対象となる患者さんには深くお詫び申し上げますとともに、速やかに返還の手続きを行い

ます。 

 詳細につきましては、次の報道発表資料をご覧ください。 

 井田病院で把握できる返還対象の患者さんは、平成２９年４月以降の方になります。返還

対象の患者さんには、お知らせの文書を発送します。 

平成２４年４月から平成２９年３月までの患者さんにつきましては、課税扱いとしていた

検査項目の検査（妊娠反応検査）を自費で実施した方が対象になります。対象の方につきま

しては、お手数ですが次の窓口までお問い合わせください。 

※  振り込み詐欺に御注意ください。 

この返金に際して、銀行やコンビニエンスストアでのＡＴＭの操作を依頼することはあ

りません。 

【問合せ窓口】 

川崎市立井田病院医事課 

受付時間：８時３０分から１７時（土日祝日除く） 

電話番号：０４４－７６６－２１８８（代表） 

          Ｆ Ａ Ｘ：０４４－７８８－０５８９ 








